
熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、熊本県間伐等森林整備促進対策事業（以下「事業」とい

う。）の実施に関し、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対

策交付金交付等要綱（平成28年１月20日付け27林整計第232号農林水産事務

次官依命通知）、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実

施要領（平成28年１月20日付け27林整計第237号林野庁長官通知）、合板・製

材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領の運用について（平

成28年１月20日付け27林整計第238号林野庁長官通知）、森林・林業・木材産

業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年３月30日付け29林政

政第893号農林水産事務次官依命通知）、林業・木材産業循環成長対策交付金

実施要領（令和5年3月30日付け4林政経第899号）、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、農林畜水産業関係

補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）、熊本県補助金等交付規則（昭

和56年規則第34号。以下「規則」という。）及び熊本県農林水産業振興補助

金等交付要項（以下「要項」という。）並びに関係法令に定めるもののほか、

必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 この事業は、森林資源の質的充実と公益的機能の維持増進のため間伐

等を推進し、併せて木材の安定供給体制を確立して地域材の競争力を強化す

ることを目的とする。 

 

（事業の内容等） 

第３条 事業内容、補助対象経費、補助率、事業実施主体及び採択基準等は、

別表１のとおりとする。 

２ 林業専用道（規格相当）の本体工事に係る実行経費の算定は、森林整備保

全事業設計積算要領、森林整備保全事業標準歩掛、森林整備保全事業建設機

械経費積算要領、森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準、森林整備保全

事業に係る仮設材損料算定基準、森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基

準及び熊本県森林土木工事積算基準書に準じるものとする。 

３ 林業専用道（規格相当）の調査設計及び施工管理は、熊本県森林土木設計

等業務共通仕様書及び熊本県森林土木工事共通仕様書等に準じるものとす

る。 

４ 林業専用道（規格相当）及び森林作業道整備（間伐材の生産の関連条件整



備活動等として行う場合を含む）の工事雑費及び事務雑費は、別添１のとお

りとする。 

５ この事業における人件費の算定方法は、別添２「補助事業等の実施に要す

る人件費の算定等の適正化について」によるものとする。 

 

（事業実概要書の提出） 

第４条 事業実施主体は、事業計画概要書（別記第１号様式）を作成し、別表２

に掲げる資料を添付のうえ、前年度の９月末日までに所管する広域本部（地

域振興局）長（熊本市にあっては農林水産部長。以下「本部長等」という。）

を経由して知事に提出するものとする。 

 

（事業実施計画の承認申請） 

第５条 事業実施主体は、要項第３条に基づき事業実施計画承認申請書に事業

実施計画書（別記第２号様式）を添えて、本部長等を経由して知事に提出す

るものとする。 

２ 要項第５条に基づく事業実施計画の変更については、前項の規定を準用し、

変更理由書（任意様式）を添付のうえ、提出するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 事業実施主体は、規則第３条及び要項第６条に基づく補助金の交付申

請をするときは、本部長等を経由して知事に提出するものとする。 

２ 補助金の交付申請書の添付書類は、別表２のとおりとする。 

３ 要項第８条の変更申請書に添付する書類は、第１項及び第２項を準用し、変

更理由書（任意様式）を添付のうえ、提出するものとする。 

 

（事業の着手等） 

第７条 事業実施主体は、原則として補助金の交付決定後に事業に着手するも

のとし、着手したときは要項第11条に基づく工事着手報告書を、本部長等に

提出するものとする。 

２ 事業実施主体は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着

手する必要がある場合は、要項第９条に基づき補助金交付決定前着手承認申

請書（別記第５号様式）を、本部長等を経由して知事に提出し、承認を受け

なければならない。 

３ 林業専用道（規格相当）整備を行う事業実施主体は、事業に着手した後、

月ごとの進捗状況報告（別記第６号様式）を翌月５日までに本部長等に提出

するものとする。 

４ 林業専用道（規格相当）整備を行う事業実施主体は、本体工事に着手する



前に、着工協議書（別記第７号様式）に設計図書の写しと林業専用道チェッ

クリスト（別記第７号様式の１）を添えて、本部長等に協議するものとする。 

５ 本部長等は、前項の協議があったときは、規格構造及び設計積算の内容を

審査し、適正と認められるときは着工承認通知書（別記第８号様式）により

通知するものとする。 

 

（完了届） 

第８条 事業実施主体は、事業が完了したときは、林業専用道（規格相当）整

備を除く事業種目にあっては、速やかに事業完了届（別記第22号様式）に次

の各号の書類を添えて、本部長等に提出するものとする。 

（１）事業完了総括表（別記第９号様式） 

（２）事業精算書（別記第３号様式） 

（３）着手前、完了後の写真 

（４）「環境負荷低減チェックシート（林業事業者等向け）」（別記第23号

様式の１）又は「環境負荷低減チェックシート（その他民間事業者・

自治体等向け）」（別記第23号様式の２） 

２ 事業実施主体は、林業専用道（規格相当）整備を含む事業が完了したとき

は、要項第11条に基づく工事完成報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、

本部長等に提出するものとする。 

（１）事業完了総括表（別記第９号様式） 

（２）事業精算書（別記第３号様式） 

（３）林業専用道（規格相当）整備に係る最終実施設計書の写し 

（４）林業専用道（規格相当）整備に係る契約書の写し 

（５）着手前、完了後の写真 

（６）「環境負荷低減チェックシート（林業事業者等向け）」（別記第23号

様式の１）又は「環境負荷低減チェックシート（その他民間事業者・

自治体等向け）」（別記第23号様式の２） 

 

（県のしゅん工検査及び中間検査） 

第９条 本部長等は、前条第1項の事業完了届出及び同条第２項の事業完成報

告書又は中間検査依頼書（別記第10号様式）の提出があった場合には、林業

専用道（規格相当）整備を除く事業種目にあっては熊本県造林事業等しゅん

工検査要領に基づきしゅん工検査又は中間検査を行うものとする。 

ただし、間伐材の生産に係る現地検査にあっては、同検査要領第５条第３

項（１）に定める申請単位数に応じた検査団地の抽出を要さず、市町村ごと

に10分の１以上に相当する数の施行地を無作為に抽出のうえ、行うものとす



る。 

また、復命は次の各号に掲げる書類によるものとする。 

（１）しゅん工（中間）検査復命書（別記第11様式） 

（２）しゅん工（中間）検査調書（別記第12号様式） 

（３）しゅん工（中間）検査野帳（別記第13号様式） 

（４）検査写真 

２ 本部長等は、林業専用道（規格相当）整備にあっては、熊本県補助工事等

確認検査規程及び熊本県農林水産部所管補助工事等検査規程取扱要領に基

づきしゅん工検査又は中間検査を行うものとする。 

３ 本部長等は、しゅん工検査又は中間検査が終了したときは、検査復命書及

び検査調書の写しを速やかに農林水産部長に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第１０条 要項第13条の実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げる書類

を添えて、本部長等を経由して知事に提出するものとする。 

（１）事業実績書（別記第14号様式） 

（２）収支精算書（要項別記第４号様式） 

２ 本部長等は、前項の実績報告書の提出があったときは、第８条第１項の２の

事業精算書（別記第３号様式）を添えるものとする。 

 

（補助金の前金払、概算払請求） 

第１１条 事業実施主体は、要項第15条に基づき補助金の交付を概算払又は前

金払により受けようとするときは、補助金等概算払（又は前金払）請求書を、

本部長等を経由して知事に提出するものとする。 

２ 本部長等は、前項の補助金等概算払（又は前金払）請求書の提出があったと

きは、内容を審査し、出来高調書（別記第15号様式。林務課長又は林務担当班

長が内容を証明したもの。）を添えるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１２条 要項第 17条第１項の財産の処分を制限する期間は、事業の完了の翌

年度の初日から起算して５年間とする。 

 

（事業完了後の施設の管理） 

第１３条 事業によって取得し、又は効用の増加した施設等（以下「施設」とい

う。）は、常に良好な状態で管理するとともに、その設置目的に沿って使用し、

その効率的な運用を図るものとする。 



２ 施設の管理は、原則として事業実施主体が行う。ただし、事業実施主体が直

接管理することが不適当な場合には、その施設の設置目的の達成に適した団体

（以下「管理主体」という。）にこれを管理させることができる。また、事業

実施主体が普通地方公共団体である場合は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第３項に定める指定管理者を管理主体にできる。これらの場合、

事業実施主体はその旨を知事に届け出て、その指示を受けるものとする。 

３ 事業実施主体又は管理主体は、施設の状況を明確に管理するため、施設財産

の種類、所在、構造、価格、得喪変更の年月日等を記載した財産台帳を、次の

各号により作成し、備えるものとする。 

（１）事業種目ごとに次に掲げる様式により作成するものとする。 

ア 間伐材の生産（事業精算書（別記第３号様式の１及び４）と兼ねるも

のとする。） 

イ 林業専用道（規格相当）（別記第16号様式） 

ウ 関連条件整備活動及び路網整備の森林作業道については、熊本県森林

作業道実施基準第８の１の（１）により作成する作業道台帳 

（２）財産台帳を正副３部作成し、１部を事業実施主体又は管理主体が備える

とともに、１部を広域本部等へ、もう１部を施設が所在する市町村に送付

するものとする。 

４ 市町村は、財産台帳の送付があった場合には、台帳に記載された施設を市町

村森林整備計画に反映させるなど、施設が活用されるよう広く情報提供に努

めるものとする。 

５ 知事は、事業実施主体又は管理主体に対して施設の管理状況に関する情報

の提示を求め、または立入り等により確認をすることができる。 

６ 事業実施主体又は管理主体は、施設ごとに管理規程又は利用規程を定めて

適正に管理するとともに、施設を永続的に活用できるよう施設の更新に必要

な資金（減価償却引当金）の積立てに努めるものとする。この場合において、

当該施設の管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項を必要に応じて規定

するものとする。 

ア 目的 

イ 施設の種類、構造、規模、形式、数量 

ウ 施設の所在 

エ 管理責任者 

オ 利用者の範囲 

カ 利用方法に関する事項 

キ 使用料に関する事項 

ク 施設の償却に関する事項 



７ 事業実施主体又は管理主体は、施設の導入年度等を明らかにするため、施設

の内容に応じ、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に標示するものとする。 

（１）林業専用道（規格相当）又は森林作業道にあっては、事業名、路線名（起

点を記入する。）、着工年度、事業実施主体等 

（２）その他の施設にあっては、事業名、施設名、導入年度、事業実施主体等 

８ 施設の移転又は主要機能の変更を伴う増築、改築、模様替え等をしようとす

るときは、事業実施主体又は管理主体（当該施設の譲渡を受けた管理主体に限

る。以下同じ。）は市町村長に協議し、協議を受けた市町村長は協議書（別記

第17号様式）を局長等に提出し、指示を受けるものとする。  

ただし、機械施設等で定められた耐用年数を過ぎている場合はこの限りで

ない。 

９ 事業実施主体又は管理主体は、施設の処分をしようとするときは、その旨を

市町村長に協議し、協議を受けた市町村長は、その処分が制限期間以内である

場合には、別記様式第18号により知事に申請して承認を得るものとし、それ以

外の処分のときは、別記様式第19号により知事に届け出るものとする。 

10 施設が天災その他の災害を受けたときは、事業実施主体又は管理主体は遅

延なく、その旨を市町村長に届け出るものとする。 

11 市町村長は、前項の届出があった場合は、施設の所在、事業種目、滅失又は

き損の原因、被災程度、損害見積価格、復旧見込額及び事業実施主体におい

て講じた暫定措置並びに防災・復旧措置等について調査確認し、別記第20号

様式に調査意見及び被災写真等を付して、知事に報告するものとする。 

 

附則  

この要領は、平成19年10月１日から適用する。 

附則  

この要領は、平成21年３月３日から適用する。 

附則  

この要領は、平成 21年４月 10日から施行し、平成 21年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成21年７月10日から適用する。 

附則  

この要領は、平成21年10月８日から適用する。 

附則  

この要領は、平成22年４月１日から適用する。 

附則  

この要領は、平成22年12月17日から適用する。 



附則  

この要領は、平成23年12月16日から適用する。 

附則  

この要領は、平成24年6月20日から施行し、平成24年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成25年６月４日から施行し、平成25年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成26年３月７日から施行し、平成25年度事業から適用する。 

附則  

この要領は、平成27年３月２日から施行し、平成26年度２月補正予算事業から

適用する。 

熊本県間伐等森林整備促進対策事業交付金事務取扱要領（平成17年12月16日

制定）は廃止する。 

附則  

この要領は、平成27年12月28日から適用する。 

附則 

この要領は、平成28年７月11日から施行する。 

平成26年度補正熊本県間伐等森林整備促進対策事業（林業専用道整備）実施

要領（平成27年２月25日施行）は廃止する。 

附則 

この要領は、平成29年５月30日から施行する。 

  附則 

この要領は、平成30年５月１日から施行する。 

附則 

この要領は、令和元年５月８日から施行する。 

附則 

この要領は、令和２年４月２３日から施行する。 

附則 

この要領は、令和２年１０月６日から施行する。 

附則 

この要領は、令和３年５月１１日から施行する。 

 附則 

この要領は、令和４年５月３０日から施行する。 

附則 

この要領は、令和５年６月２日から施行する。 

附則 



この要領は、令和６年３月２２日から施行する。 

附則 

この要領は、令和６年９月２４日から施行する。 

附則 

この要領は、令和７年８月１日から施行する。 

 



別添１ 
 路網整備に係る工事雑費及び事務雑費の額は、次のとおりとする。 
１ 工事雑費は、事業実施のための現場事務所等において直接必要となる次表に掲げる経費とす
る。 

区 分 内 容 
賃金  日々雇用者賃金（雑役、事務及び技術補助員の賃金。ただし、賃

金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。） 
需用費  消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料費及び修繕料 
役務費  通信運搬費、手数料 
使用料及び賃借料  会議用会場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料 

 
2 事務雑費は、事業実施に直接必要とする次表に掲げる経費とする。 

区 分 内 容 
人件費  森林整備・林業等振興整備交付金による事業に直接従事する定数

職員（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 22 条第１項に規
定する職員を含み、本庁及び常設機関における管理又は監督の地位
にある職員を除く。）及び会計年度任用職員に対する報酬、給料、職
員手当等（退職手当を除く。）及びこれらの職員に係る地方公務員共
済組合負担金又は社会保険料の事業主負担分とする。 

旅費  普通旅費、日額旅費 
賃金  日々雇用者賃金（雑役、事務及び技術補助員の賃金。ただし、賃

金支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含むものとする。） 
需用費  消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料 
役務費  通信運搬費、手数料 
使用料及び賃借料  会議用会場、物品等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料 

 
３ 工事雑費及び事務雑費の額については、次のとおりとする。 
（１）林業専用道（規格相当）整備 
次表により路線ごとにその事業費を区分し、それぞれの区分に対応する率を乗じて得た額の
合計額の範囲内とする。 
 
 都道府県以外の者が事業実施主体の場合（工事雑費・事務雑費併せて） 

3,000 万円までの額  1,000 分の 80 
3,000 万円を超え 5,000 万円までの額 1,000 分の 65 
5,000 万円を超え １億円までの額 1,000 分の 45 
１億円を超え ３億円までの額 1,000 分の 35 
３億円を超え ５億円までの額 1,000 分の 20 
５億円を超え 10 億円までの額 1,000 分の 10 
10 億円を超える額  1,000 分の 5 

 
（２）森林作業道整備 
  工事雑費及び事務雑費の額は、事業費に 1,000 分の 45 を乗じて得た額の範囲内とする。 



補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について 

補助事業等に要する人件費の算定方法や適正な執行等について、別に規定してい

る補助事業等を除き、以下の方法によることとする。

１．補助事業等に係る人件費の基本的な考え方 

（１）人件費が補助対象として認められている補助事業等における、補助事業等に

要する人件費とは、補助事業等に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）

の直接作業時間に対する給料、諸手当、賞与及び法定福利費をいい、その算定に

当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要があ

る。

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２

※１ 時間単価

時間単価については、２に示す実績単価による算定方法により、事業従事者

ごとに算出する。また、時間単価は交付決定時に算出するものとし、原則として

補助金等の額の確定時に変更することはできない。

ただし、以下に掲げる場合は、補助金等の額の確定時に時間単価を変更しな

ければならない。

・事業従事者に変更があった場合

・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇

用された場合等）

・交付先における出向者の人件費の負担割合が変更された場合

・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下「管理者等」という。）

が当該補助事業等に従事した時間外労働の実績があった場合

※２ 直接作業時間数

① 正職員、出向者及び嘱託職員

直接作業時間数については、当該補助事業等に従事した実績時間のみを

計上する。

② 管理者等

管理者等については、原則として、直接作業時間数の算定に当該補助事

業等に従事した時間外労働時間（残業、休日出勤等）を含めることはでき

ない。ただし、当該補助事業等のためやむを得ず時間外も業務を要するこ

2209081
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ととなった場合は、直接作業時間数に当該補助事業等に従事した時間外労

働時間（残業、休日出勤等）を含めることができる。 

 

（２）事業従事者が一の補助事業等だけに従事することが雇用契約書等により明ら

かな場合は、当該事業従事者の人件費については、（１）によらず次のいずれか

の計算式により算定することができる。 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない従事期間は、日

割り計算による。） 

 

２．実績単価による算定方法 

 

 補助事業等に要する人件費の時間単価は、以下の計算方法により算定する（円未

満は切り捨て）。 

 

＜時間単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額交付先で負担している者に限る。）及び嘱託職員

の人件費時間単価の算定方法 

  原則として下記により算定する。 

  

  人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間  

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、前年支給実績を用いるものと

する。ただし、中途採用、雇用形態の変更等により前年支給実績による算定が困

難又は不適当な場合は、別途交付先と協議の上定めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、給料（基本給等）、諸手当（管理職手当、都市手当、住宅手

当、家族手当、通勤手当、期末手当等）及び賞与のうち、補助対象経費とされて

いるものの年間合計額とし、時間外手当及び福利厚生面で補助として支給されて

いるもの（食事手当等）は除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の

休業補償等の年間事業者負担分のうち、補助対象経費のみを対象とする（以下同

じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就

業規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とす

る（以下同じ。）。 



 

○出向者（給与等の一部を交付先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を交付先で負担している者）の時間単価は、原則として下

記により算定する。 

 

人件費時間単価＝交付先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利

費）÷年間理論総労働時間 

 

   

 ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者

に対する給与等が交付先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認する

とともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、交付先が負担した

額しか計上できないことに注意する。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 管理者等の時間単価は、原則として（１）により算定する。ただし、やむを得ず

時間外に当該補助事業等に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を補助

金等の額の確定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間理論総労働時間  

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費）÷年間実総労働時間  

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労

働時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該補助事業等及び自主事業等にお

ける時間外の従事時間数の合計 

 

 

３．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 事業実施期間中の作業時間が記録された業務日誌を整備し、その作成に当たって

は、当該補助事業等以外の業務との重複がないことについて確認できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【業務日誌の記載例】 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備する（当該補助事

業等の従事時間と他の補助事業等及び自主事業等の従事時間との重複記載は認め

られないことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業従事者本人が原則として毎日記載する（数日分まとめ

ての記載や、他の者による記載等、事実と異なる記載がなされないよう適切に管

理する。）。 

③ 当該補助事業等に従事した実績時間を記載する。なお、所定時間外労働（残業、

休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・補助事業等の実施に当たり、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・補助事業等の実施に当たり、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が

必要である場合で、交付先において休日手当を支給している場合（ただし、支給

していない場合でも交付先において代休など振替措置を手当している場合は同様

とする。） 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外する。 

⑤ 当該補助事業等における具体的な従事内容が分かるように記載する。なお、補

助対象として認められる用務による出張等における移動時間についても当該補助

事業等のために従事した時間として計上できるが、出張行程に自主事業等他の事

業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。 

⑥ 当該補助事業等以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該補助事業

等の従事状況を確認できるように区分して記載する。 

⑦ 勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤簿）等帳票

類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 
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メニュー 事業種目 補助対象経費 補助率 事業実施主体 採 択 基 準 
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１ 間伐材生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）間伐材の生

産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関連条件整

備活動 

（（１）と一体的

に実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不用木の除去（侵入竹

含む） 

不良木の淘汰（育成し

ようとする樹木の一部

を伐採することにより

本数密度の調整、残存

木の生長促進等を図る

ことをいう。） 

支障木やあばれ木等の

伐倒、搬出集積、積

込、その他の付帯施設

整備（林内作業場、土

場、資器材置場、一時

的に使用する作業路・

集材路の整備、作業上

必要な灌木や枝葉の除

去等）に要する経費 

①対象森林の調査及び

森林所有者の同意取

り付け等 

森林施業に着手する

上で直接必要となる

経費 

②一体的に整備する森

林作業道 

間伐材の生産と一体

的に実施する森林作

業道の整備に要する

経費 

③鳥獣害防止施設の整

備 

間伐材の生産と一体

的に実施する鳥獣害

防止施設の整備に要

する経費 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

都道府県、市町

村、森林整備法

人等（森林整備

法人、一般社団

法人及び一般財

団法人に関する

法律第２条第１

号に規定する法

人（造林を行う

ことを主たる目

的としている法

人であって、地

方公共団体がそ

の社員であるも

の又は地方公共

団体がその基本

財産の全部若し

くは一部を拠出

しているもの。）

をいう。）及び効

率的かつ安定的

な林業経営や林

業経営の持続性

の確保を目指す

林業経営体とし

て、林野庁長官

が別に定める考

え方に則って知

事が選定した林

業経営体（以

下、熊本県版育

成経営体） 

 

 

 

 

（１）合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総

合対策実施要領第３の規定に基づき作成された体質

強化・花粉削減計画（以下「花粉削減計画」とい

う。）の参画事業体が実施するものであること 

（２）原則として、森林法第 11 条に規定する森林経営計

画対象森林において実施するものとする。ただし、

森林経営計画が作成されていない森林であっても、

次に掲げるいずれかの要件を満たす場合は事業を実

施することができる。 

ア 本事業を実施する森林が存する林班内に森林経

営計画が作成されている場合（森林法施行規則第

33 条第２号に基づく森林経営計画が作成されてい

るが、本事業を実施する森林と合わせても同条第

１号イに基づく森林経営計画（以下「林班計画」

という。）が作成できない場合を除く。）、又は本事

業を実施する森林が存する同号ロに定める区域内

に林班計画若しくは同号ロに基づく森林経営計画

が作成されている場合は、事業完了後の実績報告

時に当該森林が森林経営計画の対象森林であるこ

と又は事業の完了年度の翌年度までに当該森林を

森林経営計画の対象森林とすることを確認できる

もの。 

イ 前項アに該当しない場合は、事業完了後に当該

森林を森林経営計画の対象森林とするよう努める

ことを確認できるもの。なお、本事業の交付申請

後、事業完了までの間にアに掲げる場合に該当す

る森林経営計画が作成された場合は、アと同様の

取扱いとする。 

なお、上記ア及びイの取扱いについては、「森林

環境保全整備事業実施要領の運用」の１の（10）

のイの規定の取扱い及び森林経営計画の作成の推

進について」（平成 25 年 9 月 4 日付け 25 林整計第

499 号林野庁森林整備部計画課長・整備課長連名通

知）を準用する。 

（３）１施行地が 0.1ha 以上であること。なお、１施行

地とは原則として接続する区域とする。 
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（４）全ての施行地で搬出を行うこと。また、事業実施

面積の過半から搬出すること。 

（５）不良木の淘汰については、育成しようとする樹木

の立木本数の 20％（地形等により気象害の発生が明

らかに予想される場合又は施業体系から 20％未満と

することが適切であると判断される場合は 10％）以

上伐採すること。 

（６）伐採率については、市町村森林整備計画に定めら

れた間伐の標準的な方法（要間伐森林の間伐にあっ

ては要間伐森林の間伐の方法を含む。）に留意して伐

採を行うものとする。また、森林経営計画で実施す

べきとされている施業の方法に即して実施するもの

とする。 

（７）対象森林は、過去５年以内に同一施行地において

国庫補助事業による間伐等を実施していない場合に

限る。ただし、（５）の規定（他の国庫補助事業の場

合は（５）と同様の規定）により、地形等により気

象害の発生が明らかに予想され又は施業体系から伐

採率を 20％未満とすることが適切であると判断さ

れ、10％以上 20％未満の伐採が行われた施行地につ

いては、その実施から５年を経過していなくても実

施することができる。 

また、気象害等の被害を受け不良木となったもの

の淘汰を実施する場合であって、二次災害や病虫害

の発生、景観の悪化等、公共性、公益性の観点から

早期に実施する必要があると認められる場合におい

ては、過去５年以内に間伐等が実施された森林であ

っても実施することができる。 

（８）一体的に整備する森林作業道は、熊本県森林作業

道作設作設指針（平成 23 年９月 26 日付け林振第 621

号農林水産部長通知）の基準を満たすものであるこ

と。 
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２ 路網整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）林業専用道

（規格相当）整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①林業専用道（規格相

当）整備 

 

 

 

②林業専用道（規格相

当）整備（施設一体

型） 

 

③関連条件整備活動 

①又は②と一体的に

実施する対象森林の

調査及び森林所有者

の同意取付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県、市町

村、森林整備法

人等及び熊本県

版育成経営体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）花粉削減計画の参画事業体が実施するものである

こと。 

（２）花粉削減計画のうちの原木安定供給計画で定めら

れた間伐材生産目標の達成に資するものであるこ

と。 

（３）熊本県林業専用道作設指針（令和 4 年（2022 年）3

月 31 日付け林振第 29 号－2林業振興課長通知）の基

準を満たすものであること。 

（４）建設事業体（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

の許可を受けた建設業者）等の参入機会を設ける観

点から、本体工事及び調査設計については外部に発

注すること。 

（５）路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について

（平成 30 年 2 月 1 日付け 29 林整整第 713 号林野庁

長官通知）に定める生産基盤強化区域（以下「生産

基盤強化区域」という。）において行われるものであ

り、かつ、熊本県版育成経営体による間伐等が計画

されていること。 

（６）林業専用道（規格相当）整備（施設一体型）につ

いては、日ＥＵ・ＥＰＡ対策として土場と一体的に

整備される施設及びこれらの施設と木材安定取引協

定等を締結する施設からおおむね 50km の範囲内にお

いて、次に定める土場等を一体的に整備するもので

あること。 

  ① 土場の用地に係る面積は、１箇所あたり 200 ㎡以

上とする。この場合、設置箇所の地形、林業専用

道（規格相当）開設の工程及び路網の配置、使用

する林業機械（高性能林業機械を含む。以下同

じ。）を考慮するものとする。 

  ② 土場の設置間隔は、採用する作業システム、林業

機械の組合せ及び規模を考慮して決定するものと

する。この場合、目安は次によることとする。 

   ア 車両系システムによる場合は、300ｍ～600ｍ 

   イ 架線系システムによる場合は、30ｍ～50ｍ 



 

別表１ 

 

メニュー 事業種目 補助対象経費 補助率 事業実施主体 採 択 基 準 

国

際

競

争

力

・

木

材

供

給

基

盤

強

化

対

策

等

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）森林作業道

整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①森林作業道整備 

 

 

②関連条件整備活動 

①と一体的に実施す

る対象森林の調査及

び森林所有者の同意

取付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県、市町

村、森林整備法

人等及び熊本県

版育成経営体 

  ③ 取付道路については、原則として延長 200ｍ以内

とするほか、車道幅員は、作業システムを考慮し

て決定するものとする。 

  ④ 作業用地及び取付道路の設置箇所が道路法に規定

する道路に接して設置することとなる場合は、道

路交通法 24 条の協議を行うものとする。 

 

（１）花粉削減計画の参画事業体が実施するものである

こと。 

（２）花粉削減計画のうちの原木安定供給計画で定めら

れた原木生産目標の達成に資するものであることと

し、間伐等を実施する箇所までの到達路網を作設す

る場合であること。ただし、事業を効率的に実施す

るために必要な場合は、一体的に実施する間伐等の

施業に一定期間先行して実施することができるもの

とする。なお、この場合の「一定期間」は２年（当

該森林作業道を利用して実施する間伐等が森林経営

計画、森林施業計画又は特定間伐促進計画に基づく

ものである場合は、これらの計画期間内）とする。 

（３）熊本県森林作業道作設指針（平成 23 年９月 26 日

付け林振第 621 号農林水産部長通知）の基準を満た

すものであること。 

（４）生産基盤強化区域において行われるものであり、

かつ、熊本県版育成経営体による間伐等が計画され

ていること。 



 

別表１ 

 

メニュー 事業種目 補助対象経費 補助率 事業実施主体 採 択 基 準 

花

粉

の

少

な

い

森

林

へ

の

転

換

促

進

緊

急

総

合

対

策

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 路網整備 （１）林業専用道

（規格相当）整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）森林作業道

整備 

 

①林業専用道（規格相

当）整備 

 

 

②林業専用道（規格相

当）整備（施設一体

型） 

 

 

 

③関連条件整備活動 

①又は②と一体的に

実施する対象森林の

調査及び森林所有者

の同意取付け 

 

①森林作業道整備 

 

 

 

②関連条件整備活動 

①と一体的に実施す

る対象森林の調査及

び森林所有者の同意

取付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

国際競争力・木

材供給基盤強化

対策等事業に同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木

材供給基盤強化

対策等事業に同

じ 

（１）～（６）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事

業の２路網整備の（１）林業専用道（規格相当）整

備に同じ。 

（８）スギ人工林伐採重点区域において行われるもので

あり、かつ、熊本県版育成経営体による間伐等が計

画されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（３）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事

業の２路網整備の（２）森林作業道整備に同じ。 

（４）スギ人工林伐採重点区域において行われるもので

あり、かつ、熊本県版育成経営体による間伐等が計

画されていること。 



 

別表１ 

 

メニュー 事業種目 補助対象経費 補助率 事業実施主体 採 択 基 準 

林

業

・

木

材

産

業

循

環

成

長

対

策

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 間伐材生産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）間伐材の生

産 

 

 

（２）関連条件整

備活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木材供給

基盤強化対策等事業に

同じ 

 

国際競争力・木材供給

基盤強化対策等事業に

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木

材供給基盤強化

対策等事業に同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）林業・木材産業循環成長対策等交付金実施要項第

２の１の規定に基づき作成された事業構想（以下

「事業構想」という。）の参画事業体が実施するもの

であること。 

（２）〜（４）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事

業の１の間伐材生産に同じ。 

（５）生産基盤強化区域又は市町村森林整備計画に定め

る特に効率的な施業が可能な森林の区域（以下「効

率的施業区域」という。）において行われるものであ

ること。 

（６）〜（８）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事

業の１の間伐材生産に同じ。 

（９）協定等により、事業構想に記載された木材需要者

等に原木の安定供給が可能であるもの。 
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メニュー 事業種目 補助対象経費 補助率 事業実施主体 採 択 基 準 

林

業

・

木

材

産

業

循

環

成

長

対

策

事

業 

２ 路網整備 

 

 

 

 

 

 

 

（１）林業専用道

（規格相当）整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）森林作業道

整備 

 

 

（３）関連条件整

備活動 

（（１）又は

（２）と一体的に

実施する対象森林

の調査、森林所有

者の同意取り付

け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木材供給

基盤強化対策等事業に

同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木材供給

基盤強化対策等事業に

同じ 

 

林業専用道（規格相

当）整備及び森林作業

道整備に着手する上で

直接必要となる経費 

 

 

 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際競争力・木材

供給基盤強化対策

等事業に同じ 

 

定額 

 

 

国際競争力・木

材供給基盤強化

対策等事業に同

じ 

 

 

（１）事業構想の参画事業体が実施するものであるこ

と。 

（２）事業構想で定められた原木生産目標の達成に資す

るものであること。 

（３）～（４）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事

業の２路網整備の（１）林業専用道（規格相当）整

備に同じ。 

（５）生産基盤強化区域又は効率的施業区域に全部又は

一部が含まれる路線において行われるものであり、

かつ、熊本県版育成経営体による間伐等が計画され

ていること。 

（１）事業構想の参画事業体が実施するものであるこ

と。 

（２）事業構想で定められた原木生産目標の達成に資す

るものであることとし、間伐等を実施する箇所まで

の到達路網を作設する場合であること。ただし、事

業を効率的に実施するために必要な場合は、一体的

に実施する間伐等の施業に一定期間先行して実施す

ることができるものとする。なお、この場合の「一

定期間」は２年（当該森林作業道を利用して実施す

る間伐等が森林経営計画、森林施業計画又は特定間

伐促進計画に基づくものである場合は、これらの計

画期間内）とする。 

（３）国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業の２路

網整備の（２）森林作業道整備に同じ。 

（４）生産基盤強化区域又は効率的施業区域に全部又は

一部が含まれる路線おいて行われるものであり、か

つ、熊本県版育成経営体による間伐等が計画されて

いること。 

 

 

 

 

 

 



別表２ 添付書類一覧表 

 事項 事業計画概要書 【第４条関係】 事業実施計画 【第５条関係】 補助金交付申請 【第６条関係】 

 

書類一覧 

 

（様式） 

事業実施主体 

→広域本部長 

広域本部長 

→農林水産部長 

事業実施主体 

→広域本部長 

広域本部長 

→農林水産部長 

事業実施主体 

→広域本部長 

広域本部長 

→農林水産部長 

事業実施総括表 別記第２号様式 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

事業計画書 別記第３号様式     〇 〇 

施行箇所総括位置図      〇  

施業箇所位置図      〇  

路網整備線形図      〇  

間伐材の取引に係る協定書の写し      〇 〇 

路網整備における森林整備計画表 別記第４号様式     〇 〇 

費用対効果分析結果    〇 〇   

収支予算書 要項別記第４号様式     〇 〇 

誓約書 別記第 21号様式     〇 〇 

農林水産業・食品産業の作業安全の

ための規範（個別規範：【林業】【事

業者向け】）チェックシート 

     〇 〇 

「環境負荷低減チェックシート（林

業事業者等向け）（その他民間事業

者・自治体等向け）」 

別記第 23 号様式の１

又は２ 

    〇 〇 

【留意事項】 

１ 施行箇所総括位置図は、縮尺５万分の１程度の地形図を用い、施行箇所に事業計画書の整理番号を記載したものとする。 

２ 施業箇所位置図は、間伐材の生産を行う時に添付し、森林計画図等縮尺５千分の１程度の地形図を用い、施行箇所を赤の実線で囲んだものとする。ただ

し、事業主体は交付申請書等への添付は要しないが、測量結果を整備するものとする。 

３ 路網整備線形図は、森林作業道整備（間伐材生産の関連条件整備活動等として行う場合を含む）及び林業専用道（規格相当）整備を行う時に添付し、森



林地形図等の地形図を用い、線形を赤の実線で記載し、起点及び終点を明示する。また、間伐区域及び実施年度を記入する。ただし、事業主体は交付申請

書等への添付は要しないが、測量結果を整備するものとする。 

４ 費用対効果分析は、林野公共事業の費用便益分析プログラムを参考に算出するものとする。 

５ 事業実施主体は、上表に示す必要部数を添付するものとする。 （例）補助金交付申請時の事業計画や収支予算書は２部、施業箇所総括位置図は１部 

６ 広域本部長とは広域本部（地域振興局）長を示し、熊本市内の事業実施主体にあっては、農林水産部長に提出するものとする。 

７ 林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領第１の４の（２）及び合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領の運用について第２

の３の規定に基づく「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：【林業】【事業者向け】）チェックシート」を記入のうえ、補助金交付

申請に添付するものとする。ただし、過去１年以内に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えるこ

とができるものとする。 

８ 事業実施主体は、別記第 23号様式の１の「環境負荷低減チェックシート（林業事業者等向け）」又は別記第 23号様式の２の「環境負荷低減チェックシ

ート（その他民間事業者・自治体等向け）」を記入のうえ、補助金交付申請及び事業完了報告に添付するものとする。 



住所

（申請者）

氏名　　　　　　　　　

　このことについて、熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領第４条の規定により、別添
のとおり提出します。

別記第１号様式（第４条関係）
第　　　号

　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　様

　年度間伐等森林整備促進対策事業計画概要書



　

事業実施主体： （単位：円、ha、m、路線、箇所）

着手予定 完了予定
年月日 年月日

 １ 間伐材生産 ○○○ 1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

　搬出間伐材積 1.000 m3

1.000 m3

小計
1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000

（２）関連条件
     整備活動 ○○○ 1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1.00ha 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1.00ha 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

12,000 4,000 4,000 4,000
（１）林業専用道

 ２ 路網整備     （規格相当） ○○○ 1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

     整備

小計
1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

（２）森林作業道
　   整備 ○○○ 1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

21,000 7,000 7,000 7,000

33,000 11,000 11,000 11,000
注1

2

3

4

（１）間伐材の生産

④関連条件整備活動

③鳥獣害防止施設
　の整備

計

①林業専用道
　（規格相当）整備

②林業専用道

　（補強）

事業量

①森林作業道整備

②森林作業道整備
　（補強）

③関連条件整備活動

計

合計

　（規格相当）整備
　（施設一体型）

③林業専用道
　（規格相当）整備

メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策事業」、「林業・木材産業循環成長対策事業」
の別を記入すること。
事業内容等の欄には、間伐材の生産、同意取付け及び鳥獣害防止施設はその面積を、林業専用道（規格相当）及び森林作業道は路線数と開設延長を、補強は路
線数と箇所数を記入すること。
面積(ha)及び林業専用道の延長（ｍ）は小数第２位、森林作業道の延長（ｍ）及び鳥獣害防止施設の延長（ｍ）は整数止め（小数点以下切捨て）、材積は少数第３位ま
で記入すること。なお、他の様式も同様とする。
変更の場合は、下段に当初、上段に変更後を記入すること。

国際競争
力・木材
供給基盤
強化対策
等事業

①森林調査及び
    同意取付け

②森林作業道整備

　うち対象施設へ
の供給量

別記第２号様式（第４条、第５条、第６条関係）

計
補助金額
（国費）

市町村費
メニュー

①
メニュー② 事業種目 施行市町村

事業費

その他

間伐等森林整備促進対策事業実施計画書
（事業の内容及び経費の配分）

事　業　実　施　計　画　総　括　表 

予定事業期間



別記第2号様式の1（第４条、第５条、第６条関係）

　

施行箇所 路線名 単価 単価 管理主体 備考

幅員 延長 箇所数 計 補助金額
（国費）

市町村費 その他 延長 箇所数 計 補助金額
（国費）

市町村費 その他 延長 箇所数 計 補助金額
（国費）

市町村費 その他 延長 箇所数 計 補助金額
（国費）

市町村費 その他

（市町村） （ｍ） （ｍ） （箇所） (円） (円） (円） (円） (円／ｍ・箇所） （ｍ） （箇所） (円） (円） (円） (円） （ｍ） （箇所） (円） (円） (円） (円） (円／ｍ・箇所） （ｍ） （箇所） (円） (円） (円） (円） (ha) (ha)

1 ○○○ ○○○○ 通常 3.0 500.00 - 1,000,000 500,000 500,000 2,000 200.00 - 400,000 200,000 200,000 200.00 - 400,000 200,000 200,000 2,000 100.00 - 200,000 100,000 100,000 10.00 10.00 ○○○○

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

500.00 - 1,000,000 500,000 500,000 200.00 - 400,000 200,000 200,000 200.00 - 400,000 200,000 200,000 100.00 - 200,000 100,000 100,000 10.00 10.00

1 ○○○ ○○○○ 補強 3.0 - 3 1,000,000 500,000 500,000 333,333 - 1 400,000 200,000 200,000 - 1 400,000 200,000 200,000 400,000 - 1 200,000 100,000 100,000 10.00 10.00 ○○○○

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

3 1,000,000 500,000 500,000 1 400,000 200,000 200,000 1 400,000 200,000 200,000 1 200,000 100,000 100,000 10.00 10.00

2,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 400,000 400,000 800,000 400,000 400,000 400,000 200,000 200,000

1,000.00 - 1,000,000 500,000 300,000 200,000 1,000 500.00 - 1,000,000 500,000 300,000 200,000 1,000.00 - 1,000,000 500,000 300,000 200,000 1,000 -500.00 - -1,000,000 -500,000 -300,000 -200,000

3,000,000 1,500,000 300,000 1,200,000 　 1,800,000 900,000 300,000 600,000 1,800,000 900,000 300,000 600,000 -600,000 -300,000 -300,000

(注）

○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業
広域本部等 事業実施主体 メニュー①

整理
番号

施設一
体型、
補強の

別
の別

事業量

全体計画 既整備量

事業量 利用区域
面積

間伐予定
面積

次年度以降当該年度

メニュー② 事業種目
路網整備 林業専用道（規格相当）整備

　事業費 　事業費 　事業費事業量 事業量

路網整備の事業実施計画

関連条件整備活動（調査・同意の取付等）

合計

開設　計

５　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

１　幅員は全幅員を記入すること。

２　林業専用道（規格相当）の概要を示す資料として、以下の図を添付すること。

(1)　施行箇所総括位置図(５万分の１程度の地図を用い、施行箇所に上表の番号を記載すること)

(2)　施行箇所位置図(熊本県造林事業補助金交付要項に準じて作成することとし、森林計画図等の地形図に施行路線を赤の実線で表示すること。
　　  なお、起点にBP、終点にEPと記入すること。また、間伐区域及び間伐実施年度を記入すること。

３　森林経営計画の欄には、当該計画路線を含む森林経営計画の団地名を記入すること。

４　施設一体型、補強の別欄は、通常の開設の場合は「通常」、施設一体型の場合は「一体型」、補強の場合は「補強」を記入すること。

補強　計

林業専用道（規格相当）整備　計

森林
経営
計画

　事業費



別記第2号様式の2（第４条、第５条、第６条関係）

事業実施主体

事業種目

　 開設
施行箇所 路線名 補強 幅員 延長 箇所 計 補助金額 市町村費 その他 単価
（市町村） の別 （国費）

   (ｍ)    (ｍ)    (箇所)  (円)  (円)  (円)  (円) (円／ｍ・箇所）

1 ○○○ ○○○○ 開設 3.0 500 - 300,000 100,000 100,000 100,000 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 300,000 100,000 100,000 100,000
5 3,000 1,000 1,000 1,000 600

1 ○○○ ○○○○ 補強 3.0 - 5 3,000 1,000 1,000 1,000 600

-

-

-

-
5 3,000 1,000 1,000 1,000
5 3,000 1,000 1,000 1,000

3,000 1,000 1,000 1,000
303,000 101,000 101,000 101,000

500 - 900,000 300,000 300,000 300,000 1,800
3,000 1,000 1,000 1,000

1,203,000 401,000 401,000 401,000

(注) １

２

(1)

(2)

３

４

路網整備の事業実施計画

整理
番号

備　考

事業費事業量

広域本部等 ○○○ ○○○

メニュー① 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業

メニュー② 路網整備 森林作業道整備

変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の事業費等を記入すること。

　開設　計

開設が間伐等の施業に一定期間先行する場合は、間伐等の施業を行う時期を備考欄に記入すること。

森林作業道の概要を示す資料として、以下の図を添付すること。

施行箇所総括位置図（５万分の１程度の地図を用い、施行箇所に上表の番号を記載すること）

開設、補強の別欄は、開設の場合は「開設」、補強の場合は「補強」を記入すること。

　補強　計

関連条件整備活動（調査・同意の取付等）

森林作業道整備（開設＋補強）

合計

施行箇所位置図（熊本県造林事業補助金交付要項に準じて作成することとし、森林計画図等の地形図に路線を赤の実線で表示すること。なお、起点にBP、終点にEPと記入し、間伐区域及び
間伐実施年度を記載すること）



  単位：ha、m3、円

建築
用材等

チップ
等

共通
仮設
費率

金額
現場
監督
費率

金額
加算
率

金額
現場
監督
費率

金額
加算
率

金額
納品
伝票
・写真

納品
伝票
・写真

1 ○○○ 24-1 50 1 1 ○○ ○○ 1-1 ○○○○○ スギ・ヒノキ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 200.000 100.000 100.000 1 2

2 ○○○ 24-2 50 2 1 ○○ ○○ 1-2 ○○○○○ スギ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 100.000 100.000 3

3 ○○○ 24-3 50 3 1 ○○ ○○ 1-3 ○○○○○ ヒノキ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 100.000 100.000 4

4 ○○○ 24-4 50 4 1 ○○ ○○ 1-4 ○○○○○ スギ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 100.000 100.000 5

5 ○○○ 24-5 50 5 1 ○○ ○○ 1-5 ○○○○○ スギ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 200.000 100.000 100.000 6 7 代表小班

6 ○○○ 24-6 50 5 1 ○○ ○○ 1-6 ○○○○○ スギ 51 直営 整理番号5

7 ○○○ 24-7 50 5 1 ○○ ○○ 1-7 ○○○○○ スギ 52 直営

8 ○○○ 24-8 50 5 1 ○○ ○○ 1-8 ○○○○○ スギ 53 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 50.000 50.000 8

30.00 30.00 17,688,000 12,510,000 12,510,000 750.000

(a) (b)
(注)１ 市町村毎に作成すること。 25

2 森林経営計画が作成されていない場合は、森林経営計画の対象となる時期を備考欄に記入すること。 搬出材積合計(b)÷実面積(a)＝ m3/ha
3 林班、小班、枝番は、1つの欄に１つを記入すること。なお、隣接する複数の小班をまとめて事業を実施した場合は、事業量（実面積）以降の欄は代表する小班にまとめて記入できるものとし、その場合、備考の欄に代表小班と記入すること。
4 施行方法の欄は、「直営」、「請負」又は「森林所有者等施行」の別を記入すること。
5 間伐の方法の欄は、「列状」又は「定性」の別を記入すること。
6 搬出の方法の欄は、「車両系」又は「架線系」の別を記入すること。
7 共通仮設率、現場監督比率及び社会保険料等加算率は、森林環境保全整備事業に準ずること。
8 補助金額の上限の直接費は、搬出間伐は事業量（実面積）に１ha当たりの定額単価を乗じた額とする。なお、定額単価は共通仮設費を含んでいるので、実行経費の算定にあたっては注意すること。
9 補助金額の欄は、実行経費と補助金額の上限を比較していずれか低い方の額とし、千円未満を切り捨てること。

10 変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の実行経費等を記入すること。また、精算の場合は、下段に変更後の実行経費等を記入し、上段に実績を記入すること。
11 搬出材積及び証明書等の欄は、精算の場合に記入すること。
12 精算の場合は、番号を付加した証明書等を添付し、証明書等に欄には付加した番号を記入すること。
11 チップ、合板及び木質バイオマス等の用途として山元から直接納入される材の丸太換算率は、針葉樹は１ｔ当たり1.31m3で換算すること。
13 不要な文字は、抹消すること。
14 適宜行を追加すること。

直接費

共通仮設費

間接費

計
定額単価
（共通仮設
費含む）

直接費
（共通仮設
費含む）

間接費

計
現場監督費

備考

別記第３号様式の１（第６条、第８条関係）

補助金額
社会保険料等 現場監督費 社会保険料等伐採

率

間伐
の

方法

左のうち
搬出間伐

面積
(ha)

実行経費 補助金額の上限

搬出
の

有無

搬出
方法

大字 林齢林班
森林経営
計画番号

字 地番 森林所有者

証明書等

整理
番号

枝番 市町村
施行
方法

事業量
（実面積）

(ha)

合計

建築用材
等

チップ等

搬出材積(m3)

計
小班

小班
枝番

樹種

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

広域本部等 事業実施主体 メニュー① メニュー② 事業種目
○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 間伐材生産 間伐材の生産



 

事業実施主体

メニュー②

単価 金額 定額単価 金額

1 1.00 20,000 20,000 18,500 18,500 18,000

1.00 20,000 18,500 18,000

(注)１

2
3
4 　補助金額の上限は、事業量（面積）に定額単価を乗じた額とする。

5

6

7

8

別記第３号様式の２（第６条、第８条関係）

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

備考

合計

　本表は、間伐材生産の関連条件整備活動のうち②対象森林の調査及び同意取付けを実施する場
合に作成するものする。

広域本部等 ○○○ ○○○

メニュー① 間伐材生産

事業種目 関連条件整備活動（森林調査及び同意取付け）

国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業

単位：ha、円

　不要な文字は、抹消すること。

　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の実行経費等を記入すること。また、精算の場合は、下
段に変更後の実行経費等を記入し、上段に実績を記入すること。

　整理番号及び枝番は、別記第４号様式の１に記載したものとの一致させること。

整理 番号 枝番
事業量
（面積）

実行経費 補助金額の上限

　実行経費及び補助金額の上限を算定するにあたり1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨
てること。

　補助金額の欄は、実行経費と補助金額の上限を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未
満を切り捨てること。

補助金額

　市町村毎に作成すること



  
事業量

枝番 路線名 幅員 備考

共通仮
設費率

金額
現場監
督費率

金額 加算率 金額

1 ○○○ 請負 3.0 500 1,000,000 8.4% 84,000 21% 210,000 18% 180,000 1,474,000 2,948 2,000 1,000,000 1,000,000 R6.6.1 R6.11.30 切土500m3

500 1,474,000 1,000,000 1,000,000
計

(注)１ 　本表は、間伐材生産の関連条件整備活動のうち森林作業道整備を実施する場合に作成するものする。
2 　市町村毎に作成すること。
3 　整理番号及び枝番は、別記第4号様式の１に記載したものとの一致させること。
4   幅員欄には、車道幅員と路肩幅員を加えたものを記入する。
5 　施工方法の欄は、「直営」、「請負」の別を記入すること。
6   事務雑費・工事雑費の額は、事業費に45/1000を乗じて得た額の範囲内とする。
7 　補助金額の上限は、路線ごとの開設延長に定額単価（共通仮設費、間接費、工事雑費及び事務雑費を含む。）を乗じた額とする。
8 　実行経費及び補助金額の上限を算定するにあたり１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てること。
9 　補助金額の欄は、実行経費と補助金額の上限を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り捨てること。

10 　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の実行経費等を記入すること。また、精算の場合は、下段に変更後の実行経費等を記入し、上段に実績を記入すること。
11 　不要な文字は、抹消すること。

別記第３号様式の３（第６条、第８条関係）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

広域本部等 事業実施主体 メニュー① メニュー② 事業種目
○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 間伐材生産 森林作業道整備

単位：ｍ、円

整理
番号 1ｍ当たり

単価

請負
直営
の別

補助金額の上限

共通仮設費
定額単価 金額直接費

事務雑費
工事雑費

現場監督費 社会保険料等

実行経費
間接費

延長 計

事業期間

着手日 完了日
補助金額

主な工種
数量



 

事業実施主体

事業種目
単位：ha、ｍ、円

面積 延長 単価（円/m) 金額 定額単価（円/m) 金額

1 1 直営 スカート付き 1.00 400 1,400 500,000 710 284,000 284,000

1.00 400 500,000 284,000 284,000

(注)１

2

3

4

5

6 　補助金額の上限は、事業量（延長）に定額単価を乗じた額とする。

7

8

9

10

補助金額 備考
施行
方法

別記第３号様式の４（第６条、第８条関係）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

広域本部等 ○○○ ○○○

メニュー① 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業

メニュー② 間伐材生産 鳥獣害防止施設の整備

整理
番号

枝番
防護柵
の種類

事業量 実行経費

合計

　本表は、間伐材生産の関連条件整備活動等のうち③鳥獣害防止施設を実施する場合に作成するものする。

　市町村毎に作成すること。

補助金額の上限

　不要な文字は、抹消すること。

　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の実行経費等を記入すること。また、精算の場合は、下段に変更後の実行経費等を記入し、上段に実績を記入すること。

　整理番号及び枝番は、別記第4号様式の１に記載したものとの一致させること。

　施工方法の欄は、「直営」、「請負」の別を記入すること。

　事業量は、対象森林面積及び施行延長を記入するこ。

　実行経費及び補助金額の上限を算定するにあたり１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てること。

　補助金額の欄は、実行経費と補助金額の上限を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り捨てること。



 別記第３号様式の５（第６条、第８条関係）
 

単位：ｍ、箇所、円

施行箇所 路線名 幅員 補助金額 主な工種数量 備考

（市町村） 着手日 完了日 着手日 完了日

1 ○○○ ○○○ 請負 A 一体型 3.5 500.00 - 16,000,000 500,000 1,000 1,000 16,502,000 33,004 32,000 16,000,000 16,000,000 R6.6.1 R6.8.1 R6.9.1 R6.12.1 切土500m3

-

-

-

-

500.00 16,502,000 16,000,000 16,000,000
-

1 ○○○ ○○○ 請負 - 補強 3.5 - 1 500,000 100,000 1,000 1,000 602,000 - - - - R6.6.1 R6.8.1 R6.9.1 R6.12.1 路面工100m

-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -

1 602,000 1,600,000 602,000

17,104,000 17,600,000 16,602,000

500.00 - - - - - 500,000 1,000 2,000 1,000,000 500,000 - - R6.9.1 R6.12.1 -

17,604,000 18,600,000 17,102,000

(注)１
2 　市町村毎に作成すること。
3
4

5
6 　幅員欄には、車道幅員と路肩幅員を加えたものを記入する。
7
8
9

10 　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の実行経費等を記入すること。また、精算の場合は、下段に変更後の実行経費等を記入し、上段に実績を記入すること。
11 　不要な文字は、抹消すること。

事業期間

測量及び試験 本体工事

補助金額の上限

補強　計

整理
番号

施行
方法

傾斜
区分

施設一
体型、
補強の

別

開設　計

　施行方法の欄は、「直営」、「共同」、「請負」の別を記入すること。

　補助金額の欄は、実行経費と補助金額の上限を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り捨てること。
　実行経費及び補助金額の上限を算定するにあたり１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てること。
　補助金額はの上限は、傾斜区分ごとの作設延長に１メートル当たりの定額単価を乗じた額とする。ただし、補強の場合は、事業実施主体の開設に係る補助金額の合計額の10％以内を補助金額の上限とする。

　施設一体型、補強の別欄は、通常の開設の場合は「通常」、施設一体型の場合は「一体型」、補強の場合は「補強」を記入すること。

　傾斜区分欄は、A（15度未満）,B（15度以上25度未満）,C（25度以上）の別を記入すること。ただし、補強の場合は記入を要しない。また、「開設」、「補強」毎に計をとること。

　本表は、路網整備のうち林業専用道（規格相当）整備を実施する場合に作成するものする。

金額

事業量

延長 箇所数 本体工事費
測量
及び

試験費
工事雑費 事務雑費 定額単価1ｍ当たり単価計

実行経費

合計

関連条件整備活動（調査・同意の取付）

林業専用道（規格相当）整備　計

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

広域本部等 事業実施主体 メニュー① メニュー② 事業種目
○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 路網整備 林業専用道（規格相当）整備



 別記第３号様式の６（第６条、第８条関係）

単位：ｍ、箇所、円

施行箇所 路線名 幅員 備考
（市町村）

共通仮
設費率

金額
現場監
督費率

金額 加算率 金額

1 ○○○ ○○○ 直営 開設 3.0 500 - 1,000,000 8.4% 84,000 21% 210,000 18% 180,000 1,474,000 2,948 2,000 1,000,000 1,000,000 R6.5.1 R6.12.1 切土200m3

-

-

-

-

-

-

-

500 1,474,000 1,000,000 1,000,000

1 ○○○ ○○○ 直営 補強 3.0 - 1 50,250 8.4% 4,221 21% 10,552 18% 9,045 1,000 75,068 - - - - R6.5.1 R6.12.1 路盤工20m

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1 75,068 100,000 75,000

1,549,068 1,100,000 1,075,000

500 - - - - - - - - - 1,050,000 2,100 2,000 1,000,000 1,000,000 R6.5.1 R6.12.1 -

2,599,068 2,100,000 2,075,000

(注)1
2 　市町村毎に作成すること。
3
4
5 　幅員欄には、車道幅員と路肩幅員を加えたものを記入する。
6
7
8
9

10 　変更の場合は、下段に当初、上段に変更後の実行経費等を記入すること。また、精算の場合は、下段に変更後の実行経費等を記入し、上段に実績を記入すること。
11 　不要な文字は、抹消すること。

　事務雑費・工事雑費の額は、直接費と共通仮設費と間接費の合計額に45/1000を乗じて得た額の範囲内とする。

　施工方法の欄は、「直営」、「請負」の別を記入すること。

　補助金額の欄は、実行経費と補助金額の上限を比較していずれか低い方の額の合計とし、千円未満を切り捨てること。
　補助金額の上限は、路線ごとの開設延長に定額単価を乗じた額とする。ただし、補強の場合は、事業実施主体の開設に係る補助金額の合計額の10％以内を補助金額の上限とする。

　開設補強の別欄は、「開設」、「補強」の別を記入すること。また、「開設」、「補強」毎に計をとること。

　 実行経費及び補助金額の上限を算定するにあたり１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てること。

　本表は、路網整備のうち森林作業道整備を実施する場合に作成するものする。

現場監督費 社会保険料等
開設
補強
の別

事業期間

補強　計

関連条件整備活動

合計

開設　計

整理
番号

施行
方法

森林作業道整備（開設＋補強）

完了日
主な工種

数量金額

補助金額の上限事業量

延長 箇所数
補助金額

着手日
共通仮設費

1ｍ当たり
単価

実行経費
間接費

定額単価計
事務雑費
工事雑費

直接費

　　年度間伐等森林整備促進対策事業　事業計画（精算）書

広域本部等 事業実施主体 メニュー① メニュー② 事業種目
○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 路網整備 森林作業道整備



別記第４号様式（第６条関係）

メニュー②
路網整備

市町村 林班 小班 　○年度 　○年度 　○年度

面積（ha) 面積（ha) 面積（ha) 面積（ha)

○○○ 24-1 1 1 間伐 1.00 1.00 ○○○○

○○○ 24-1 1 1 間伐 1.00 1.00 ○○○○

○○○ 24-1 1 1 間伐 1.00 1.00 ○○○○

○○○ 1 1 間伐 1.00 1.00 ○○○○ R7年1月予定

合計 1.00 2.00 1.00 4.00

(注)1

2

3

4 　作業種欄には、間伐、植栽、下刈り等を記入する。

5

6

　森林経営計画が作成されていない場合は、森林経営計画の対象となる時期を備考欄に記入すること。

　適宜行を追加すること。

　路線毎に作成ににすること。

○○○○

　本表は、路網整備を実施する場合に作成するものする。

林業専用道
（規格相当）
整備

○○○

　区分欄には、林業専用道（規格相当）又は森林作業道の別を記入する。

路網整備における森林整備計画表

事業種目 路 線 名
森林経営計

画番号 作業種

森林整備計画量
合計 森林整備

実施主体
備考

広域本部等
○○○○

事業実施主体 メニュー①
国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業



別記第５号様式（第７条２項　関係）

住所

(申請者）

氏名　　　　　　　　　

　

(円)

1,000,000 R6.6.1 R6.6.2 請負

（注） １

２

(1)

(2)

(3)

　路網整備にあっては、１行に１路線を記入することし、適宜行を追加すること。また、備考欄に路線名を記入す
ること。

　着手の条件
　補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、こ
れの損失は事業実施主体が負担する。
　補助金交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても異議がな
い。

　当該事業については、着工から補助金交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わない。

林業専用道（規格相
当）（施設一体型）整備

２　着手の計画

第　　　号
　　年　　月　　日

熊本県知事　　　様

熊本市水前寺六丁目18-1

㈱○○
代表取締役　○○○○

　年度　間伐等森林整備促進対策事業の補助金交付決定前着手承認申請書

　このことについて、　　　年度事業実施計画に基づき、下記のとおり補助金交付決定前に着手したいので、熊本
県農林水産業振興補助金等交付要項第９条及び熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領第７条第２項
の規定に基づき申請します。

記

１　着手の理由

備考事業種目 事業費
（ha、ｍ、箇所）

100.00m

直営
共同
請負
の別

事業量

予定事業期間

着手
年月日

完了
年月日



 別記第６号様式（第７条第３項関係）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(申請者）

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱○○
代表取締役　○○○○

（単位：ｍ、円）

事業費 補助金 契約日 契約額 進捗 支払済額 請負者
（契約予定） （％）

始 R6.6.2
○○○ 1,000.00 1,000,000 500,000 R6.6.1 終 R6.11.30 500,000 20 300,000 ○○○

変
始
終
変
始
終
変
始
終
変
始
終
変

合計 1,000.00 1,000,000 500,000 500,000 300,000

　このことについて、　月末時点の進捗状況を下記のとおり報告します。

第　　　　　　号
　　年　　月　　日

熊本県知事　　様
熊本市水前寺六丁目18-1

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業　林業専用道整備（規格相当）進捗状況報告 （　　月分）

記

路線名 延長 備考工期



 別記様式第７号（第７条第４項関係）

 

住所　　
(申請者)

氏名

幅員

（ｍ）

作設延
長

（ｍ）

設計額

（円）

単価

（円/ｍ）

予定
工期

直営
共同
請負
の別

備考

3.0 1,000.00 1,000,000 1,000 R6.6.1～R6.11.30 直営

1,000.00 1,000,000

（添付書類）
１　設計書図書
２　林業専用道チェックリスト（別記第９号様式の１）

                                                              　　番　　　　　号　
                                                          　　年　　月　　日　

熊本県知事　様

熊本市水前寺六丁目18-1

㈱○○
代表取締役　○○○○

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業（林業専用道（規格相当）整備）着工協議書

　　年　月　日付け森整第　　号で交付決定のあったこのことについて、下記のとおり本体工事
に着工したいので、熊本県間伐等森林整備促進対策事業実施要領第７条第４項の規定に基
づき協議します。

記

路線名

○○○

計



 

確認月日　： 　   年    月    日　     　

チ　ェ　ッ　ク　項　目 確認 備　考　（検討・改善事項が必要な測点番号、意見・理由等）

①　森林施業ポイントや将来の森林作業道との分岐点等を考慮して選定されている
か（森林へのアクセス機能が確保されているか）

②　地形・地質の安定している箇所を通過するように選定されているか

③　線形は地形に沿った屈曲線形、波形勾配となっているか（直線区間が長すぎな
いか）

④　拡幅量の大きい小半径の曲線が連続していないか（地形条件に応じた曲線半径
となっているか）

⑤　長大な切土及び盛土の区間が連続していないか

⑥　切土、盛土の土工量が均衡かつ最小のものとなっているか

⑦　土構造を基本とし、擁壁等の工作物の設置は、できるだけ抑制しているか

⑧　沢の横断をできる限り回避する線形となっているか

⑨　支障木の伐開幅は必要最小限となっているか

⑩　傾斜区分は当初計画のとおりか

①　車道幅員や路肩副員は適切か

②　屈曲部については、拡幅量、土工量、工作物の設置など現地の状況を踏まえ、
設計されているか

③　縦断勾配は、路面侵食等を防止するためにできる限り緩勾配とするよう設計され
ているか

④　縦断勾配が急な場合は、路面侵食等を防止できる構造となっているか

⑤　山土場などの林業作業用施設は、沿線の森林施業の状況、森林作業道の分岐
点等を考慮して設けられているか

⑥　交通安全施設等を設置する場合は必要最小限のものとなっているか

  　 数量計算は、設計図等に基づき、設計積算等に必要な工種・工法等別の数量
が算出されているか

①　切土のり面勾配は土質条件に応じた適切な勾配となっているか

②　切土のり面勾配を標準としない場合、その理由は適切か

③　切土のり面整形を行う場合、その理由は適切か

①　盛土のり面勾配は適切な勾配となっているか

②　盛土のり面勾配を標準としない場合、その理由は適切か

①　残土の発生を抑制しているか

②　残土処理の箇所及び方法は適切か

①　切土のり面の保護工を行う場合、その理由は適切か

②　切土のり面保護工を実施する場合の工法は適切なものを選定しているか

③　盛土のり面の保護工を行う場合、その理由は適切か

④　盛土のり面保護工を実施する場合の工法は適切なものを選定しているか

①　路盤厚は、路床の強度、既往の実績等を基に決定されているか

②　路盤材は、適切な材料が選択されているか

③　現地発生材を有効に活用しているか（使用しない場合の理由は適切か）

④　急勾配のため路面侵食が発生するおそれがある場合、路面の安定処理を行う設
計となっているか

①　構造物を設置する場合は、地形・地質等からみて適切か

②　構造物を設置する場合は、コスト比較等を行い適切な工種・工法が選定されて
いるか

③　柵工等の設計は、木製の工種・工法が検討されているか

①　排水は、波形線形等による地形条件を利用した分散処理する設計となっている
か

②　横断排水工の設置場所、設置間隔は適切に選定されているか

③　横断排水工は、簡易な資材等により設計されているか

④　側溝を設置する場合は、素堀の設計となっているか

⑤　排水先は洗掘防止等の対策をとっているか

　森林法、河川法等の関係諸法令に係る必要な手続きが認識されているか

（注）１
２
３

６　残　土

別記第７号様式の１（第７条第４項関係）

林業専用道チェックリスト
路 線 名　：

場所（林小班）：

確 認 者 ： 

区   分

１　路線選定

２　規格・構造

３　数量計算

４　切　土

５　盛　土

備考欄には、指針に沿っている場合のほか、一部沿っている場合、沿っていない場合等の内容や改善方法等を記入する。
各区分におけるチェック項目は、必要に応じ適宜追加する。

７　法面保護工

８　路盤工

９　構造物の選定

１０　排水施設

１１　その他

確認欄は、チェック項目（林業専用道作設指針（案））に沿っているかを確認し「✔」を記入する。項目の該当がない場合は「ー」を記入する。



 別記様式第８号（第７条第５項関係）

 

　　年　月　日付け　　　第　　号で協議のあったこのことについて承認します。
　つきましては、関係規程に基づき適正に事業を実施してください。

                                                              　　番　　　　　号
                                                         　年　　月　　日

事業実施主体名　　　　　　　様

熊本県知事　　　　　　印

年度間伐等森林整備促進対策事業（林業専用道（規格相当）整備）着工承認通知書



　

事業実施主体： （単位：円、ha、m、路線、箇所）

着手 完了
年月日 年月日

 １ 間伐材生産 ○○○ 1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

　搬出間伐材積 1.000 m3

1.000 m3

小計
1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000

（２）関連条件
     整備活動 ○○○ 1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1.00ha 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1.00ha 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1.00ha 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

12,000 4,000 4,000 4,000
（１）林業専用道

 ２ 路網整備     （規格相当） ○○○ 1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

     整備

小計
1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1.00ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

（２）森林作業道
　   整備 ○○○ 1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○ 1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1箇所 3,000 1,000 1,000 1,000

○○○
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計
1路線 1ｍ 3,000 1,000 1,000 1,000

21,000 7,000 7,000 7,000

33,000 11,000 11,000 11,000
注1

2

3

メニュー
①

メニュー② 事業種目 施行市町村 事業量

別記第９号様式（第８条関係）

間伐等森林整備促進対策事業完了報告書
（事業の内容及び経費の配分）

事　業　完　了　総　括　表 

②森林作業道整備

事業費 事業期間

計
補助金額
（国費）

市町村費 その他

（１）間伐材の生産
国際競争
力・木材
供給基盤
強化対策
等事業

　うち対象施設へ
の供給量

①森林調査及び
    同意取付け

③鳥獣害防止施設
　の整備

計

①林業専用道
　（規格相当）整備

②林業専用道
　（規格相当）整備
　（施設一体型）

③林業専用道
　（規格相当）整備
　（補強）

④関連条件整備活動

合計

①森林作業道整備

②森林作業道整備
　（補強）

③関連条件整備活動

計

メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策事業」、「林業・木材産業循環成長対策事業」
の別を記入すること。
事業内容等の欄には、間伐材の生産、同意取付け及び鳥獣害防止施設はその面積を、林業専用道（規格相当）及び森林作業道は路線数と開設延長を、補強は路
線数と箇所数を記入すること。
面積(ha)及び林業専用道の延長（ｍ）は小数第２位、森林作業道の延長（ｍ）及び鳥獣害防止施設の延長（ｍ）は整数止め（小数点以下切捨て）、材積は少数第３位ま
で記入すること。なお、他の様式も同様とする。



(申請者)
氏名

別記第10号様式（第９条第３項関係）

                                                              　　番　　　　　号　
                                                          　　年　　月　　日　

熊本県知事　様

住所

３　事業着手前及び事業完了後の写真（遠景及び近景写真）

間伐等森林整備促進対策事業事業中間検査依頼書

　　年　月　日付け森整第　号で交付決定のありました間伐等森林整備促進対策事業につ
いて、別添の事業箇所については現地施業を完了しましたので、間伐等森林整備促進対
策事業実施要領第９条第３項の規定に基づき中間検査をお願いします。

記

提出書類
１　事業実施完了総括表（別記第11号様式）

２　事業精算書（別記第４号様式）



別記第11号様式（第９条第２項関係）

抽出 全筆 計 件数
間伐面積

(ha)

森林調査及び
同意取り付け

(ha)

森林作業道
整備
(m)

防護柵延長
(m)

1 1 2 2 2.00 2.00 1,000 1,000

0

0

0

0

0

0

1 1 2 2 2.00 2.00 1,000 1,000

〇〇　　年　　月　　日

　　検査員　　職名

氏名 印

　熊本県知事　　　　　　　　　　　　 様

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

国際競争力・木材供給基
盤強化対策等事業 間伐材生産

〇〇　　年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査復命書

記

事業実施主体 施行市町村

メニュー① メニュー② 事業種目

現地検査件数 書類検査（申請）

備　　考

　〇〇　　年　　月　　日から〇〇　　年　　月　　日まで、〇〇　　年度　間伐等森林整備促進対策事業のしゅん工（中間）検査を下記のとおり実施しましたが、その結果については、別紙検査
調書（別紙検査野帳）のとおりでしたので、復命します。

○○○

間伐材の生産

○○○

合　　計



別記第12号様式の１（第９条第１項、第２項関係） 　

単位：ha、m3、円

建築
用材等

チップ
等

共通
仮設
費率

金額
現場
監督
費率

金額
加算
率

金額
現場
監督
費率

金額
加算
率

金額
納品
伝票
・写真

納品
伝票
・写真

1 ○○○ 24-1 50 1 1 ○○ ○○ 1-1 ○○○○○ スギ・ヒノキ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 200.000 100.000 100.000 1 2 ○ 合

2 ○○○ 24-2 50 2 1 ○○ ○○ 1-2 ○○○○○ スギ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 100.000 100.000 3 ○ 合

3 ○○○ 24-3 50 3 1 ○○ ○○ 1-3 ○○○○○ ヒノキ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 100.000 100.000 4 ○ ○ 合

4 ○○○ 24-4 50 4 1 ○○ ○○ 1-4 ○○○○○ スギ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 100.000 100.000 5 ○ 合

5 ○○○ 24-5 50 5 1 ○○ ○○ 1-5 ○○○○○ スギ 50 直営 5.00 5.00 列状 35% 有 架線系 2,000,000 8.4% 168,000 21% 420,000 18% 360,000 2,948,000 300,000 1,500,000 21% 315,000 18% 270,000 2,085,000 2,085,000 200.000 100.000 100.000 6 7 ○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

○ 合

整理
番号

枝番 市町村
森林経営
計画番号

林班
間伐
の

方法
小班 小班

枝番
大字 字 地番 森林所有者 樹種 林齢 施行

方法

事業量
（実面積）

(ha)

左のうち
搬出間伐

面積
(ha)

証明書等

備考
伐採
率

搬出
の

有無

搬出
方法

実行経費 補助金額の上限

補助金額
計

現場監督費 社会保険料等 現場監督費
直接費

共通仮設費

間接費

計
定額単価
（共通仮設
費含む）

社会保険料等

計
建築用材

等
チップ等

直接費
（共通仮設
費含む）

間接費
搬出材積(m3)

書類
検査

現地
検査

検査
合否

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査調書

広域本部等 事業実施主体 メニュー① メニュー② 事業種目
○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 間伐材生産 間伐材の生産



別記第12号様式の２（第９条第１項、第２項関係）

事業実施主体

メニュー②

単価 金額 定額単価 金額

1 1.00 20,000 20,000 18,500 18,500 18,000 ○ 合

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査調書

広域本部等 ○○○

単位：ha、円
事業種目

○○○

メニュー① 間伐材生産

関連条件整備活動（森林調査及び同意取付け）

国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業

検査
合否

整理 番号 枝番
事業量
（面積）

実行経費 補助金額の上限
補助金額 備考

書類
検査



別記第12号様式の３（第９条第１項、第２項関係）

事業実施主体

メニュー②

単価 金額 定額単価 金額

1 1.00 20,000 20,000 18,500 18,500 18,000 ○ 合

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査調書

広域本部等 ○○○ ○○○

メニュー① 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 路網整備

書類
検査

検査
合否

事業種目 森林作業道整備（関連条件整備活動）
単位：m、円

整理 番号 枝番
事業量
（延長）

実行経費 補助金額の上限
補助金額 備考



  単位：ｍ、円
事業量

枝番 路線名 幅員 備考

共通仮
設費率

金額
現場監
督費率

金額 加算率 金額

1 ○○○ 請負 3.0 500 1,000,000 8.4% 84,000 21% 210,000 18% 180,000 1,474,000 2,948 2,000 1,000,000 1,000,000 R6.6.1 R6.11.30 切土500m3 ○ ○ 合

別記第12号様式の４（第９条第１項、第２項関係）

整理
番号

請負
直営
の別

実行経費

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査調書

広域本部等
○○○○

事業実施主体
○○○○

メニュー①
国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業

メニュー②
間伐材生産

事業種目
森林作業道整備

補助金額の上限

補助金額
延長 直接費

共通仮設費
間接費

現場監督費 社会保険料等 事務雑費
工事雑費

計
1ｍ当たり

単価
定額単価 金額

書類
検査

現地
検査

検査
合否

主な工種
数量

着手日 完了日

事業期間



 

事業実施主体

事業種目

単位：ha、ｍ、円

面積 延長 単価（円/m) 金額 定額単価（円/m) 金額

1 1 直営 スカート付き 1.00 400 1,400 500,000 710 284,000 284,000 ○ 合

別記第12号様式の５（第９条第１項、第２項関係）

整理
番号

枝番
施行
方法

防護柵
の種類

事業量

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査調書

メニュー② 間伐材生産 鳥獣害防止施設の整備

書類
検査

検査
合否

国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業

広域本部等

補助金額 備考

○○○ ○○○

メニュー①

実行経費 補助金額の上限



 別記第12号様式の６（第９条第１項、第２項関係）

単位：ｍ、箇所、円

施行箇所 路線名 幅員 備考
（市町村）

共通仮
設費率

金額
現場監
督費率

金額 加算率 金額

1 ○○○ ○○○ 直営 開設 3.0 500 - 1,000,000 8.4% 84,000 21% 210,000 18% 180,000 1,474,000 2,948 2,000 1,000,000 1,000,000 R6.5.1 R6.12.1 切土200m3 ○ ○ 合

-

-

-

-

-

-

-

500 1,474,000 1,000,000 1,000,000

1 ○○○ ○○○ 直営 補強 3.0 - 1 50,250 8.4% 4,221 21% 10,552 18% 9,045 1,000 75,068 - - - - R6.5.1 R6.12.1 路盤工20m ○ ○ 合

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

1 75,068 100,000 75,000

1,549,068 1,100,000 1,075,000

500 - - - - - - - - - 1,050,000 2,100 2,000 1,000,000 1,000,000 R6.5.1 R6.12.1 -

2,599,068 2,100,000 2,075,000

事業期間

主な工種
数量延長 箇所数 直接費

共通仮設費
間接費

事務雑費
工事雑費

計
1ｍ当たり

単価

事業量 実行経費 補助金額の上限

補助金額
金額 着手日 完了日現場監督費 社会保険料等

補強　計

森林作業道整備（開設＋補強）

関連条件整備活動

合計

定額単価
整理
番号

施行
方法

開設
補強
の別

書類
検査

現地
検査

検査
合否

別様式

年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査調書

広域本部等 事業実施主体 メニュー① メニュー② 事業種目
○○○○ ○○○○ 国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業 路網整備 森林作業道整備

開設　計



別記第13号様式の１（第９条第２項関係）

確認 ○ 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

25 林班 確認 ○ 1 小班 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

年 確認 ○ 10.00 ha 確認 ○

確認 ○ 9.00 ha 確認 ○

1,000 本／ha 確認 ○ 300 本／ha 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

1,000.000m3 100m3/ha 確認 ○ スカート付き 100ｍ 確認 ○

確認 ○ 確認 －

21.0 ％ 確認 ○ 18.0 ％ 確認 ○

確認

　職　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

間伐の適否 確認 適 間伐方法の適否 確認 適

搬出方法の適否 確認 適 適用材積の適否 確認 適

伐採率 確認 適

防護柵設置の適否 確認 適 防護柵種類の適否 確認 適

被害状況の適否 確認 －

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

整理番号 枝　番

　　年度　間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査野帳

事業実施主体 施行市町村

メニュー① メニュー②

○○○○

国際競争力・木材供給基
盤強化対策等事業

間伐材生産

○○○○

1 1

林　班 小　班

事業実施者 森林所有者

作業種類 樹　種

○○○○

林　齢 実面積

実施率 搬出間伐面積

間伐前成立本数 伐採本数

検査員

間伐の方法 搬出方法

搬出材積・haあたり 防護柵種類・延長

森林経営計画
森林経営計画
作成予定時期

社会保険等率 現場監督率

検査年月日 　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 備　考

R5-1

参事 ○○　○○

備　　　　　考

立会人

検　　査　　記　　録

間　伐

防護柵

30%

-

○○○○

間伐材の生産 スギ・ヒノキ

90%

列状 車両系



別記第13号様式の２（第９条第２項関係）

確認 ○ 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

確認 ○

1 林班 小班 確認 ○

10 林班 小班 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

確認 ○ 確認 ○

ｍ 確認 ○ 3.0 ｍ 確認 ○

確認 ○ 確認 －

職　名 氏　名

○○○○○森林組合　　　職名　　○○　　　氏名　　○○　○○　　　　　

(1)路体検測結果

確認 適 確認 －

確認 確認

(3)構造物の検査結果

確認 適 確認

確認 適 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

確認 確認

※　検査員の欄については、署名又は記名押印とする。

事業実施者 森林所有者

作業種類 直営請負の別

　　年度間伐等森林整備促進対策事業しゅん工（中間）検査野帳（森林作業道）

事業実施主体 施行市町村

メニュー① メニュー② 間伐材生産

整理番号 枝　番

起点林班 起点小班

終点林班 終点小班 33

○○○○○ ○○　○○

開設

○○○○○ ○○○

花粉の少ない森林への転換促進緊
急総合対策事業

1

森林経営計画等
森林経営計画
作成予定時期

検査年月日 　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

延　長 幅　員100

R5-1 －

項　　目 検査地点及び検査結果 項　　目

1　延長

検査員

立会人

検　　査　　記　　録

参事 ○○　○○

2　敷砂利 2　裏堀No2～No3

No2

　　（測点間距離） 　　（曲線半径）

1　法面整理 1　さく孔

2　幅員 3　縦断勾配

　 法長

   法勾配

(2)工種別検査結果

工　　種 検査地点及び検査結果

6　かご工等 6

7 7

備　　　　　考

No2

No2～No3

No2

No2

4　根堀

5　反発強度

3　抜石

12

1

直営

路線名 ○○○○線

No2～No3

4　簡易土留工

5　排水工

3　石積工

　　（緑化工）



　

事業実施主体名： （単位：円、ha、m、路線、箇所）

着手 完了
年月日 年月日

1.00ha 1,100 500 100 500
1.00ha 1,100 500 100 500

 １ 間伐材生 1.00ha 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

　搬出間伐材積 m3

小計 1.00ha 1,100 500 100 500
1.00ha 1,100 500 100 500
1.00ha 1,100 500 100 500

（２）関連条件 1.00ha 1,100 500 100 500
1.00ha 1,100 500 100 500

     整備活動 1.00ha 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1.00ha 1,100 500 100 500
1.00ha 1,100 500 100 500
1.00ha 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1.00ha 1ｍ 1,100 500 100 500
1.00ha 1ｍ 1,100 500 100 500
1.00ha 1ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1.00ha 1ｍ 1,100 500 100 500
1.00ha 1ｍ 1,100 500 100 500
1.00ha 1ｍ 1,100 500 100 500

4,400 2,000 400 2,000
4,400 2,000 400 2,000
4,400 2,000 400 2,000

（１）林業専用道 1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500

 ２ 路網整備     （規格相当） 1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

     整備

小計 1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1.00ｍ 1,100 500 100 500

（２）森林作業道 1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500

　   整備 1路線 1ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1箇所 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500 R〇.〇.〇 R〇.〇.〇

小計 1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500
1路線 1ｍ 1,100 500 100 500

7,700 3,500 700 3,500
7,700 3,500 700 3,500
7,700 3,500 700 3,500

12,100 5,500 1,100 5,500
12,100 5,500 1,100 5,500
12,100 5,500 1,100 5,500

注1

2

3

4

別記第14号様式（第１０条関係）
間伐等森林整備促進対策事業実績書

（事業の内容及び経費の配分）
総　括　表 

　（規格相当）整備

事業費 事業期間

（１）間伐材の生産

国際競争
力・木材
供給基盤
強化対策
等事業

　うち対象施設へ
の供給量

①森林調査及び

    同意取付け

計
補助金額
（国費）

メニュー
①

メニュー② 事業種目 施行市町村 事業量
市町村費

面積(ha)及び林業専用道の延長（ｍ）は小数第２位、森林作業道の延長（ｍ）及び鳥獣害防止施設の延長（ｍ）は整数止め（小数点以下切捨て）、材積は少数第３位
まで記入すること。なお、他の様式も同様とする。
繰越の場合は、上段に全体、中段に当年度内執行分、下段に繰越分を記入すること。

④関連条件整備活動

①森林作業道整備

②森林作業道整備

　（補強）

③関連条件整備活動

計

その他

合計

メニュー①の欄には、「国際競争力・木材供給基盤強化対策等事業」、「花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策事業」、「林業・木材産業循環成長対策事
業」の別を記入すること。
事業内容等の欄には、間伐材の生産、同意取付け及び鳥獣害防止施設はその面積を、林業専用道（規格相当）及び森林作業道は路線数と開設延長を、補強は路
線数と箇所数を記入すること。

②林業専用道

　（規格相当）整備
　（施設一体型）

③林業専用道

　（規格相当）整備
　（補強）

②森林作業道整備

③鳥獣害防止施設

　の整備

計

①林業専用道



事業実施主体名：

　　 　既受領額(B)      今回請求額(C)
総事業費 補助金額(A) 残高(A)-(B+C) 事業完了

補助金額 出来高 補助金額 出来高 予定年月日

ha,ｍ、路線、箇所 円 円 円 ％ 円 ％ 円

(1)　間伐材の生産 1,000.00ha 1,000,000 500,000 300,000 60% 200,000 40% R〇.〇.〇

(2)　関連条件整備活動 ①森林調査及び同意取り付け 2.00ha

②森林作業道整備 1路線 1,000ｍ

③鳥獣害防止施設の整備 1,000.00ha 1,000ｍ

1,000,000 500,000 300,000 60% 200,000 40%

(1)　林業専用道（規格相当）整備 ①林業専用道（規格相当）整備 1路線 1,000.0m

②林業専用道（規格相当）整備
　（施設一体型）

1路線 1,000.0m

③林業専用道（規格相当）整備
　（補強）

1路線 1箇所

④関連条件整備活動 1路線 1,000.0m

(2)　森林作業道整備 ①森林作業道整備 1路線 1,000ｍ

②森林作業道整備
　（補強）

1路線 1箇所

③関連条件整備活動 1路線 1,000ｍ

1,000,000 500,000 300,000 60% 200,000 40%

上記のとおり相違ないことを証明します。
　　　    年　　月　　日
　　　　職名　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

合  　　計

事業量

別記第15号様式（第11条第２項関係）

出　　　　来　　　　高　　　　調　　　　書

メニュー

花粉の
少ない
森林へ
の転換
促進緊
急総合
対策事
業

１　間伐材生産

２　路網整備

事業種目

計

計



別記第16号様式の１（第1３条第３項関係）

 

（林道台帳準用第２号様式の１） 　　総　　　括　　　表

2 級

軽　　車　　道　

利用伐期齢以上の立木の蓄積　： ｍ3

※この台帳は、民有林林道台帳について（平成８年５月１６日付け８林野基第１５８号林野庁長官通知）を準用した様式であるため、作業道として作設する林業専用道（規格相当）については、該当する項目について記載すること。

摘　　　　　　　要

平成　　年　　月　　日

その他 加入年月日
平成　　年　　月　　日

保　険　会　社
の　　名　　称

公共用建物
（箇所）

路線名 幅員（ｍ） 延長(km) 道路の種類

接続道路の状況
利用区域内の人家等 交通災害保険加入状況

起　点　側　接　続　道　路 終　点　側　接　続　道　路

路線名 幅員（ｍ） 延長（km） 道路の種類 管理者名 保険の種類管理者名
人　　　　家

（戸）

計

官　　行
造　　林

（分収造林）
国　有　林

現況 計画

民　有　林

計

全　　　体　　　計　　　画 利　　用　　区　　域　　内　　の　　状　　況

年
度
現
在

総延長

（ｍ）

現況及び計画

地　　　　　　域
森　林　計　画

森林経営計画
（森林施業計画）

利　　　用　　　区　　　域　　　内　　　の　　　森　　　林　　　資　　　源 その他面積

針葉樹 広葉樹 計 区分 面積（ｈａ）

利用区域内の森林資源のうち
法令に基づく制限等の区分

及び面積
幅員
（ｍ）

延長 （ｍ）
区分

面　　　積　　（　h a　） 蓄積 （ ｍ３ ）
区分 面積

針葉樹 広葉樹

半島市町村名
分線 そ　　の　　他

施　　業　　道 指定年月日 　　年　　月　　日 指定年月日 　　年　　月　　日 指定年月日

支線 （規格相当） 過疎市町村名 振山市町村名

　　年　　月　　日

管　　理　　道

終     点
有　　　　　　　無

専　　用　　道

有　　　　　　　無
起      点

幹　　　　線　　　　名 基　　幹　　道 自動車道 奥　　　　　地

峰越連絡林道の維持管理、
災害復旧等の協定の有無

索引番号

林 業 専 用 道 台 帳
路 線 名

林道管理者名

路線名 幹、支、分線名 基幹道、管理道、専用道、施業道別 種類及び区分 奥地、その他別 国有林林道との関係
位                                                           置

併用林道協定の有無

台帳整理番号 林道網記入番号 台帳登載年月日 　　　年　　　月　　　日



別記第16号様式の２（第1３条第３項関係）

（林道台帳準用第３号様式） 　　経　過　表

箇所数
本

数

幅

員

延

長

標

識

等

現　況　延　長　（ｍ）
現在終点位

置（目標物を

含む）の地番

等（市、郡、

町、村、大字、

字、番地）

登載年月日

（年月日）

摘　　要

曲線

半径

例外値

箇所数

縦断

勾配

例外値

箇所数

区　　　　　　　　　　分 累

計

橋梁及びトンネル

林業作
業用施
設待避
所及び
車廻し

等

幅

員

延

長

全幅員
４．０ｍ
未　満

全幅員
４．０ｍ
以　上

名　称

全幅員
（車道幅

員）
（ｍ）

延長

（ｍ）

延長

（ｍ）

（国費）

事業費

（千円）

補

助

率

線形の状況
構造物の状況

構　造

索　　　　引
番　　　　号

林業専用道台帳 路　線　名

施

行

年

度

施　　行

主体名

新設
改築
改良
舗装
災害
の別
又は
併用
編入
削除
の別

施　　　行

区　　　分

全幅員

（車道幅
員）

（ｍ）



別記第16号様式の３（第1３条第３項関係）

（林道台帳準用第４号様式の１） 　　平　面　見　取　図

　市町村管内図程度の縮尺の図面に台帳に記載する林道を表示した図面を添付する。

索　　　　引
番　　　　号

林業専用道台帳 路　線　名 ○○○○線



別記第16号様式の４（第1３条第３項関係）

（林道台帳準用第５号様式） 　　平　面　 図

　最終設計の平面図を添付する。

 

台帳整理番号： 作成年月日：

　図面番号　　： 作　成　者　：

索　　　　引
番　　　　号

林業専用道台帳 路　線　名 ○○○○線



事業費 交付金額

工種又は 構造又は (千円) (千円)
施設区分 規模

増改築 事業費
の予定 (千円)
年月日 工種又は 構造又は

施設区分 規模

(注) １　増改築の内容は、増築、改築、模様替え、移転等に分けて記載すること。
２　増改築の計画図面等を添付すること。

(2)増改築の計画

増改築の内容
事業内容

備考
数量

３　増改築の内容

(1)取得施設

取得年月日 事業種目
事業内容

備考
数量

別記第17号様式（第1３条第８項関係）

番　　　　　号　
                                                       　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名　　　　　　

間伐等森林整備促進対策事業により取得した施設の増改築等について（協議）

　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した施設について、下記のとおり増改築した
いので協議します。

記

１　事業実施主体

２　増改築しようとする理由



 　

取　得 事業費 交付金額
年月日 工種又は 構造又は (千円) (千円)

施設区分 規　模

処分 処　分 処分の 事 業 費 処分価格
内容 予　定 相手方 (千円) (千円)

年月日 工種又は 構造又は
施設区分 規　　模

（注）処分内容は、更新、譲渡、交換、貸付け、担保等に分けて記載すること。

事業種目
事　業　内　容

備　考
数　量

(2)　処分計画

事　業　内　容
備考

数　量

  (1)  取得機械施設

別記第18号様式（第1３条第９項関係）

                                                              　　番　　　　　号　
                                                          　　年　　月　　日　

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名　　　　　　

間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設の処分について（申請）

　　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設について、下記のとおり処分したい
ので承認されたく申請します。

記
１　事業主体

２　処分しようとする理由

３　処分の内容



  

取　得 事業費 交付金
年月日 工種又は 構造又は (千円) (千円)

施設区分 規　模

処分 処　分 処分の 事 業 費 処分価
内容 予　定 相手方 (千円) (千円)

年月日 工種又は 構造又は
施設区分 規　　模

(2)　処分計画

事　業　内　容
備考

数　量

（注）処分内容は、更新、譲渡、交換、貸付け、担保等に分けて記載すること。

３　処分の内容
 (1)  取得機械施設

事業種
目

事　業　内　容
備　考

数　量

別記第19号様式（第1３条第９項関係）

                                                              　　番　　　　　号　
                                                          　　年　　月　　日　

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名　　　　　　

間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設の処分について
　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設について、下記のとおり処分す
るのでお届けします。

記

１　事業主体

２　処分しようとする理由



　

　

　

(注) １ 被害額は、施設等の再取得価額又は復旧額を記載すること。
２ 復旧計画は、復旧に要する資金の取得方法（自己資金、融資、補助等）や復旧
  が完了する見込みの時期等を記入すること。
３ 被害状況写真を添付すること。

(2) 被災の程度及び被害額

３　復旧計画等
(1) 応急措置

(2) 復旧計画

(3) 施設の所在地

(4) 構造及び規模

(5) 事業費（全体事業費及び交付額）

(6) 取得年月日

２　災害の概要
(1) 災害の原因

(2) 事業主体名

別記第20号様式（第1３条第11項関係）

                                                              　　番　　　　　号　
                                                         　　年　　月　　日　

熊本県知事　　　　　　　　様

                                                　　　　　市町村長名　　　　　　

　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設の災害報告
について

　　年度間伐等森林整備促進対策事業により取得した機械施設が、(災害の原因)により被災した
ので報告します。

記

１　被災施設の概要
(1) 事業種目



(申請者)

　
誓約書

　〇〇〇〇（申請者）は、補助金等交付に付された条件を遵守し、森林関係法令の違反
等不適切な行為を行わない旨誓約いたします。

氏名

別記第21号様式（別表２関係）

                                                         　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　　様

住所



別記第22号様式（第８条第１項関係）

住所

（申請者）

氏名　　　　　　　　　

記
（添付資料）
（１）事業完了総括表（別記第９号様式）
（２）事業精算書（別記第３号様式）
（３）着手前、完了後の写真

第　　　号
　　年　　月　　日

熊本県知事　　　　　　　様

○○　　年度間伐等森林整備促進対策事業　完了届
　○○　　年　　月　　日付け森整第　　　号で補助金交付決定のありました間伐等森林整備促進対策事業に
ついて、事業を完了しましたので、間伐等森林整備促進対策事業実施要領第８条第1号の規定に基づき届け
出ます。



別記第23号様式の１

申請時（します）☐ 報告時（しました）☐

チェック

① ☐

② ☐

チェック

③ ☐

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

チェック

⑧ ☐

⑨ ☐

チェック

⑩ ☐

チェック

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

⑭ ☐

関係法令の遵守

林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：（１）、（２）又は（４）の※で示す場合に該当しない場合は、「該当しない」にチェッ
　　クをすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。

廃棄物の削減に努め、適正に処理

未利用材の有効活用を検討

（６）生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施（物資調達、施業等）に努める

（７）環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

（５）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

（１）適正な施肥 ※ 種苗生産を行う場合（該当しない ☐）

肥料の適正な保管

肥料の使用状況等の記録・保存に努める

（２）適正な防除 ※ 農薬を使用する場合（該当しない ☐）

農薬の適正な使用・保管

農薬の使用状況等の記録・保存

（３）エネルギーの節減

林業機械や施設の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

（４）悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因

となるものを扱う場合（該当しない ☐）

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

環境負荷低減チェックシート（林業事業者等向け）

事業実施主体名 提出時期

記入年月日



別記第23号様式の２

申請時（します）☐ 報告時（しました）☐

チェック

① ☐

② ☐

③ ☐

チェック

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

⑧ ☐

チェック

⑨ ☐

⑩ ☐

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

注：（２）、（４）の⑦若しくは⑧又は（５）の⑫に該当しない場合は、「該当しない」にチ
　　ェックをすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。

（５）環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

機械等の適切な整備と管理に努める（該当しない □）

正しい知識に基づく作業安全に努める

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守
※ 特定事業場である場合（該当しない □）

（１）エネルギーの節減

オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないこと（照明、空調、
ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）を検討

環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

（２）悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因

となるものを扱う場合（該当しない ☐）

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

（３）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

資源の再利用を検討

（４）生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施に努める
※ 生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない □）

環境負荷低減チェックシート（その他民間事業者・自治体等向け）

事業実施主体名 提出時期

記入年月日



農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）  

事業者向け チェックシート  

事業者名  

記入者 役職・氏名  

業種 

（○を付ける。複数選択可） 
素材生産／造林・保育／その他（      ） 

雇用労働者の有無 有 ／ 無 

記入日  

 

現在の取組状況をご記入下さい。  

具体的な事項 

○:実施  

×:実施していない 

△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1 作業安全確保のために必要な対策を講じる  

1-(1) 人的対応力の向上  

1-(1)-① 
作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定

する。 
 

1-(1)-②  
知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選

任する。 
  

1-(1)-③ 
作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に

関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 
  

1-(1)-④ 
適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就か

せる。 
  

1-(1)-⑤ 
職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全

意識を周知・徹底する。 
 

1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。  

1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守  

1-(2)-① 関係法令等を遵守する。  

 



具体的な事項 

○:実施  

×:実施していない 

△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1-(2)-② 

高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当た

っては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理

解する。 

 

 

1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。  

1-(2)-④ 
日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状

態の管理を行う。 
 

1-(2)-⑤ 
作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩

分を摂取する。 
 

1-(2)-⑥ 
作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導

を受ける。 
 

1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保  

1-(3)-① 
燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管

し、安全に取り扱う。 
 

1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。  

1-(3)-③ 
資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に

配慮したものを選択する。 
 

1-(4) 作業環境の改善  

1-(4)-① 
職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、

日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。 
 

1-(4)-② 
高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整

備、作業管理を行う。 
 

1-(4)-③ 

安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明

文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにす

る。 

 

1-(4)-④ 
現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行

う。 
 

1-(4)-⑤ ４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）活動を行う。  

1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用  



具体的な事項 

○:実施  

×:実施していない 

△:今後、実施予定 

－:該当しない    

1-(5)-① 

行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例や

ヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策

を講じるとともに危険予知能力を高める。 

 

1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。  

2 事故発生時に備える  

2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保  

2-(1)-① 
経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措

置を講じる。 
 

2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施  

2-(2)-① 

事故が発生した場合の対応（救護・搬送、連絡、その後の調

査、労基署への届出、再発防止策の策定等）の手順を明文

化する。 

 

2-(3) 事故時の事業継続のための備え  

2-(3)-① 
事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事

業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。 
 

 


